
�愛媛県告示第８８５号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２３年７月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

西予市三瓶町二及字ツボイ２番耕地９０７の１から２番耕地９０７の

３まで、字ミタライ２番耕地９２１の１から２番耕地９２１の４まで、

２番耕地９２５の３から２番耕地９２５の６まで

２ 保安林として指定された目的

魚つき

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第８８６号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２３年７月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

今治市玉川町龍岡下字原田丁２３０の２３、丁２３４の７、丁２４４の２、

丁２４４の３、丁２４９の８から丁２４９の１０まで

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 解除の理由

道路用地とするため

�愛媛県告示第８８７号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２３年７月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 解除予定保安林の所在場所

新居浜市大永山字鶴嘴３３９の１０、３３９の２６、字須領スズ尾３４４の

６２

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 解除の理由

道路用地とするため

�������
�愛媛県告示第８８８号
次の森林を保安林予定森林にしたから、森林法（昭和２６年法律第

２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２３年７月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１� 保安林予定森林の所在場所

四国中央市下川町字ヨケ谷１４３から１５０まで、１５１の１、１５１の

２、１５２、１５３、１５５、字除谷南乙２１１の２、乙２１１の１０

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字ヨケ谷１４３・１４８（以上２筆について次の図に示す部分

に限る。）、１４４から１４７まで

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

２� 保安林予定森林の所在場所

松山市中島大浦３３６７の２、３３６８、３３６９、３３７８の１、３３７８の３

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

中島大浦３３６７の２・３３７８の１（以上２筆について次の図

に示す部分に限る。）、３３７８の３

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の
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所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第８８９号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成２３年７月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

（東予地方局産業経済部管内）

吉井加入区

（中予地方局産業経済部管内）

高浜加入区

�������
�愛媛県告示第８９０号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成１９年７月愛媛県告示第１２４３号）による保険

に付すべき義務は、平成２３年７月１１日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成２３年７月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

（東予地方局産業経済部管内）

吉井加入区

（中予地方局産業経済部管内）

高浜加入区

�愛媛県告示第８９１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定に基づ

き、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１項の規定によ

り、その都市計画の案を愛媛県庁及び宇和島市役所において告示の

日から２週間公衆の縦覧に供する。

平成２３年７月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

宇和島都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

南予レクリエーション都市計画区域の一部（宇和島市）

�������
�愛媛県告示第８９２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定に基づ

き、次の都市計画を決定したいので、同法第１７条第１項の規定によ

り、その都市計画の案を愛媛県庁及び愛南町役場において告示の日

から２週間公衆の縦覧に供する。

平成２３年７月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

愛南都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を定める土地の区域

南予レクリエーション都市計画区域の一部（愛南町）

�������
�愛媛県告示第８９３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市治良丸土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２３年７月１２日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

�������
�愛媛県告示第８９４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

新居浜市高柳土地改良区の定款の変更を認可した。

平成２３年７月１２日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

��������������
�愛媛県告示第８９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２３年７月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大下白潟線

今治市関前岡村甲５番１地先から

同市関前岡村甲６９７番２地先まで
旧 ４．３～５．６ ０．１７３

今治市関前岡村甲５番１地先から

同市関前岡村甲６９７番２まで
新 ４．７～８．０ ０．１７３

愛 媛 県 報平成２３年７月１２日 第２２８３号
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�愛媛県告示第８９６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

三津土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の届

出があった。

平成２３年７月１２日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 内 藤 始 松山市中須賀二丁目３番５号

〃 岡 本 忠 則 松山市内浜町８番３０号

〃 岡 田 伸 一 松山市古三津一丁目１８番１４号

〃 西 本 努 松山市中須賀二丁目５番１１号

〃 乗 松 尚 照 松山市古三津一丁目２７番１２号

監 事 岡 田 久 輝 松山市古三津六丁目２番２４号

〃 井 村 昌 輝 松山市中須賀一丁目４番２７号

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 内 藤 始 松山市中須賀二丁目３番５号

〃 長平良 公 司 松山市中須賀二丁目２番１０号

〃 岩 城 宏 光 松山市古三津一丁目１６番１７号

〃 西 本 努 松山市中須賀二丁目５番１１号

〃 乗 松 尚 照 松山市古三津一丁目２７番１２号

監 事 岡 田 久 輝 松山市古三津六丁目２番２４号

〃 井 村 昌 輝 松山市中須賀一丁目４番２７号

�������
�愛媛県告示第８９７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

松山市堀江町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任し

た旨の届出があった。

平成２３年７月１２日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 下 長 生 松山市堀江町甲１７９９番地

〃 高須賀 一 喜 松山市堀江町甲１６７５番地

〃 西 村 光 弘 松山市堀江町甲１４７８番地

〃 三 好 榮 介 松山市堀江町甲１５２７番地４

〃 太 田 衛 松山市堀江町甲１５５４番地７

〃 大 西 俊 成 松山市堀江町甲８３８番地

〃 新 出 務 松山市堀江町甲１６６０番地

〃 高 橋 良 充 松山市堀江町甲１６９９番地３

〃 芳 本 幸 安 松山市堀江町甲１７８６番地１

〃 芳 野 豊 志 松山市堀江町甲２０３６番地

監 事 安 井 和 久 松山市堀江町甲８４３番地１９

〃 松 下 浩 史 松山市堀江町甲１６０３番地

〃 河 野 明 夫 松山市堀江町甲８７７番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 松 下 長 生 松山市堀江町甲１７９９番地

〃 山 本 恵 松山市堀江町甲４９６番地２

〃 西 村 光 弘 松山市堀江町甲１４７８番地

〃 三 好 榮 介 松山市堀江町甲１５２７番地４

〃 太 田 衛 松山市堀江町甲１５５４番地７

〃 高須賀 一 喜 松山市堀江町甲１６７５番地

〃 新 出 務 松山市堀江町甲１６６０番地

〃 高 橋 良 充 松山市堀江町甲１６９９番地３

〃 芳 本 幸 安 松山市堀江町甲１７８６番地１

〃 芳 野 豊 志 松山市堀江町甲２０３６番地

監 事 安 井 和 久 松山市堀江町甲８４３番地１９

〃 松 下 浩 史 松山市堀江町甲１６０３番地

〃 河 野 明 夫 松山市堀江町甲８７７番地

�愛媛県告示第８９８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年７月１２日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

�愛媛県告示第８９９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２３年７月１２日

愛媛県中予地方局長 岡 本 靖

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第１３号

平成２３年７月４日
伊予市本郡字岡之端２７２番２

伊予市本郡４５９番地

吉 川 清 二

��������������

��������������
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�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２３年７月１２日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県選挙管理委員会告示第４６号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２３年７月１２日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１９５，７１１

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，９１５

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６５，９５２

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２３中局建（開）第１４号

平成２３年７月５日
伊予郡松前町大字中川原字�上１１０９番３

伊予郡松前町大字中川原９７０番地２

加 藤 誠 司

公 告

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２３年６月２９日 ＮＰＯ法人アジアキッズケア 喜 安 美 紀 伊予郡松前町大字北川原１０５４番地
３

この法人は、アジアやアフリカなどの恵まれな
い子どもたちの求めるニーズに応え、「子ども
のいのちを守る」ための支援活動を行うことを
目的とする。

選挙管理委員会告示 四 国 中 央 市 ７６，０４５ ２５，３４９

西 予 市 ３６，３７５ １２，１２５

東 温 市 ２８，３００ ９，４３４

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，０３６ １４，６７９

南 宇 和 郡 ２１，３８８ ７，１３０

松山市・上浮穴郡 ４２９，２１９ １３８，２０４

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４８，１８９ ４９，３９７

宇和島市・北宇和郡 ８５，４９４ ２８，４９８

八幡浜市・西宇和郡 ４２，８４３ １４，２８１

新 居 浜 市 １０２，４５０ ３４，１５０

西 条 市 ９３，５４０ ３１，１８０

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５５，４２３ １８，４７５

伊 予 市 ３２，４０９ １０，８０３
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